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【津山市水道局浄水場運転管理・収納等業務委託】

企画提案（公募型プロポーザル）実施要領

令和元年９月

津山市水道局
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津山市水道局浄水場運転管理・収納等業務委託公募型プロポーザル実施要領

１．津山市水道局浄水場運転管理・収納等業務委託公募型プロポーザル実施要領について

津山市水道局は、安心で安全な水道水の安定的供給を維持するため、津山市水道局浄水場運

転管理・収納等業務委託を実施する。

この実施要領は、本件委託業務の受託を行うことができる能力を有する民間事業者のうち、

本件委託業務に対する意欲、資質及び技術的能力等が優れた者を公募型プロポーザル方式（以下

「プロポーザル」という。）により１事業者（共同企業体）を選定し、その者に本件委託業務を

包括的に委託するために必要な事項を定めるものである。

２．委託業務内容等

（１）委託業務名

津山市水道局浄水場運転管理・収納等業務（以下「本件業務」という。）

（２）委託業務の内容

「津山市水道局浄水場運転管理・収納等業務委託仕様書」、「浄水場運転管理に関する要求水

準書」、「収納に関する要求水準書」及び「その他に関する要求水準書」に規定する津山市水

道局が所管する上水道施設、工業用水道施設及び津山市水道局が岡山県広域水道企業団より

受託管理する水道用水供給施設の運転管理及び収納等に関する業務とし、概要は次の各号に

掲げるものとする。

① 浄水場運転管理に関する業務

・ 運転業務

・ 保守点検業務

・ 環境整備業務

・ 設備修繕業務

・ 水質管理業務

・ 採水補助業務

・ 物品等管理業務

・ 異常時対応業務

・ 事務業務

② 収納に関する業務

・ 検針業務

・ 開閉栓業務

・ メーター交換業務

・ メーター出庫管理業務

・ 滞納整理業務（停水処分を含む）

・ 受付業務

・ 開閉栓等入力業務

・ 納入通知書等配送業務
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③ その他に関する業務

・ 場外施設関連業務

・ 工業用水道事業関連業務

・ 水質管理業務

・ 採水補助業務

・ 宿日直業務

（３）委託期間

委託期間は、令和２年４月１日から令和５年３月３１日までの３年間とする。

（４）準備期間

受託者決定後から本件業務委託開始日までの期間は準備期間とし、当該期間に関する経費は、

受託事業者の負担とする。

（５）参加申込に係る費用

参加申込に要する費用は、すべて参加申込者の負担とする。

（６）本件業務の再委託

本件業務の全部を再委託することはできない。ただし、津山市水道局の承諾を受けた場合に

限り、本件業務の一部を他の者に再委託し、又は請け負わせることができる。

３．参加資格要件

参加申込者は、市内又は県内に本店を有する者を含む２以上の構成員で構成する共同企業体で、

次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しない者

であること。

（２）津山市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱（平成２５年津山市告示第８５号）に

基づく指名停止措置（指名保留を含む。）を受けていないこと。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなされていないこと。

（４）津山市暴力団排除条例（平成２３年津山市条例第２１号）第２条第１号に規定する暴力団、

同条第２号に規定する暴力団員及び同上第３号に規定する暴力団員等（以下「暴力団員等」と

いう。）でないこと。また暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。

（５）国税、岡山県税及び津山市税を滞納している者でないこと。

（６）個人情報の漏洩、滅失、棄損又は改ざんの防止その他個人情報の適正な保護及び管理のため

に必要な措置を講ずることができる者であること。

（７）本件業務を円滑に遂行できる安定的かつ健全な財務能力を有することが明らかである者であ

ること。

（８）本件業務を受託後、津山市内に営業拠点（営業所等）を開設できること。

（９）共同企業体は、次の要件を全て満たすこと。また、共同企業体の構成員は、それぞれ次の要

件のいずれか１つ以上を満たすこと。
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Ⅰ 平成２１年４月１日以降に、水道法（昭和３２年法律第１７７号）第３条に規定する水道

事業又は水道用水供給事業において，表流水を水源とする日量浄水処理能力４万３千立方メ

ートル以上の凝集沈殿・急速ろ過方式の浄水場の運転管理業務を継続して３年以上の期間に

わたって元請又は下請けとして請け負った実績のある者で、水道法に規定する水道技術管理

者の資格を有する者が３名以上在籍している者であり、かつ常時雇用関係にある、次に掲げ

る資格等を有する者を配置できる者であること。

① 業務責任者

水道法に規定する水道技術管理者の資格を有する者で、浄水場の運転管理業務において

５年以上の実務経験を有すること。

② 業務主任者

水道法に規定する水道技術管理者又は水道浄水施設管理技士２級以上の資格を有する

者で、浄水場の運転管理業務において３年以上の実務経験を有すること。

③ 電気主任技術者

電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）に規定する電気主任技術者第３種以上の資格

を有すること。

④ 廃棄物処理施設技術管理者（中間処理施設）

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）に規定する廃棄物処

理施設技術管理者の資格を有すること。

⑤ 酸素欠乏危険作業主任者

労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）に規定する酸素欠乏危険作業主任者の資格

を有すること。

⑥ 特定化学物質等作業主任者

労働安全衛生法に規定する特定化学物質等作業主任者の資格を有すること。

⑦ クレーン運転士及び玉掛技能者

労働安全衛生法に規定するクレーン運転士及び玉掛技能者の資格を有すること。

⑧ 特別管理産業廃棄物管理責任者

廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する特別管理産業廃棄物管理責任者の資格を

有すること。

Ⅱ 平成２１年４月１日以降に、給水人口３万人以上の水道法第３条に規定する水道事業にお

いて、収納等営業に関する業務を継続して３年以上の期間にわたって元請又は下請けとして

請け負った実績のある者であること。

Ⅲ 平成２１年４月１日以降に、給水人口３万人以上の水道法第３条に規定する水道事業にお

いて、検針業務を継続して３年以上の期間にわたって元請又は下請けとして請け負った実績

のある者で、常時雇用関係にある、３年以上の実務経験を有する業務責任者及び水道法に規

定する給水装置工事主任技術者の資格を有する者を配置することができる者であること。

また、本件業務を受託後、津山市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１０年津山市

水道事業管理規程第１号）に規定する、津山市水道局指定給水装置工事事業者の指定を受け

ることのできる者であること。
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（１０）共同企業体の構成員は、本件業務に関して当該共同企業体が負担する債務の履行に関し、

連帯して責任を負うものとする。

（１１）共同企業体の構成員の出資比率は、構成員ごとの分担業務額によるものとする。

（１２）共同企業体の構成員は、他の共同企業体の構成員として本プロポーザルに参加することが

できない。

４．プロポーザルのスケジュール

プロポーザルのスケジュールは、次のとおりとする

※ すべての期間には、土曜日、日曜日及び祝日を含まない。

※ 上記日程は、津山市水道局の都合等で変更する場合がある。

５．業務内容説明会及び現場見学会の開催

業務内容の説明会及び現場見学会を次の日程で開催する。

（１）業務内容説明会

① 日 時 令和元年９月２０日（金） 午前９時～正午

② 場 所 津山市山北５２０番地 津山市役所 ２階 ２０２会議室

（２）現場見学会

① 日 時 令和元年９月２０日（金） 午後１時３０分～午後５時

② 場 所 津山市小田中２１２３番地５ 小田中浄水場他、本業務に関する施設

（３）参加人数

各参加申込者３名程度

内 容 日 付

公告 令和 元年 ９月 ２日（月）

業務内容・現場説明会参加申込期限 令和 元年 ９月１３日（金）

委託業務内容説明会／現場説明会 令和 元年 ９月２０日（金）

資料の閲覧期間 令和 元年 ９月２０日（金）～令和 元年 ９月２５日（水）

質問受付期間 令和 元年 ９月２０日（金）～令和 元年 ９月２７日（金）

質問回答予定 令和 元年１０月 ２日（水）

参加申込受付期限 令和 元年１０月１１日（金）

参加資格確認結果通知書の送付予定 令和 元年１０月１８日（金）

業務提案書、提案見積書等書類の提出期限 令和 元年１０月３１日（木）

審査／プレゼンテーション・ヒアリング／受

託候補者の決定
令和 元年１１月上旬

受託候補者選定結果通知書の送付 令和 元年１１月中旬

委託契約交渉／契約内容の協議 令和 元年１１月中旬～令和 元年１１月下旬

委託契約締結 令和 元年１２月上旬

受託者研修／業務引継ぎ 令和 ２年 １月 ６日（月）～令和 ２年 ３月３１日（火）

委託業務開始 令和 ２年 ４月 １日（水）
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（４）参加申込方法

参加を希望する場合は、令和元年９月１３日（金）午後５時までに、電子メールで連絡する

こと。

連絡先 津山市水道局経営企画室

メールアドレス ｓｕｉｄｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｔｓｕｙａｍａ．ｌｇ．ｊｐ

６．資料の閲覧

本件業務に関する資料を閲覧に供するので、希望する参加者は、前日の正午までに電子メー

ルで予約すること。なお、希望者が多い場合は、事務局にて日程調整し、電子メールにて通知

をする。

連絡先 津山市水道局経営企画室

メールアドレス ｓｕｉｄｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｔｓｕｙａｍａ．ｌｇ．ｊｐ

（１）閲覧資料 標準業務量等、帳票類、水安全計画、その他参考資料

（２）閲覧期間 令和元年９月２０日（金）～令和元年９月２５日（水）

※ ただし、土曜、日曜、祝日を除く。

（３）閲覧時間 午前９時～午後５時

（４）閲覧場所 津山市山北５２０番地 津山市水道局 入札室

７．質問の受付・回答

（１）提出方法 質問書（様式４）により、電子メールで提出すること。

（２）受付期間 令和元年９月２０日（金）～令和元年９月２７日（金）午後５時

（３）提 出 先 津山市水道局経営企画室

メールアドレス（ｓｕｉｄｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｔｓｕｙａｍａ．ｌｇ．ｊｐ）

（４）回答方法 津山市ホームページにて行う。

（５）回答期日 令和元年１０月２日（水）予定

８．参加申込及び提出書類

（１）提出書類

参加申込者は、本実施要領、各仕様書、要求水準書及び津山市契約規則、他の関係諸法令を

理解・遵守の上で、次の書類を各１部提出すること。

① プロポーザル参加申込書（様式１）

② 納税証明書 注１

③ 印鑑証明書 注２

④ 登記事項証明書（現在事項証明）又はその写し 注２

⑤ 代理人をしてプロポーザルに参加又は契約締結の場合はその権限を証する委任状

⑥ 登録印鑑に代えて津山市水道局の取引に使用する印鑑届

⑦ 労働者災害補償保険，社会保険及び雇用保険の加入状況を示す書類

⑧ 財務諸表の写し（直近決算のもの）
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⑨ 津山市暴力団排除条例に係る誓約書（様式２）

⑩ 共同企業体協定書（参考様式１）の写し及び共同企業体協定に関する委任状（参考様式

２）の写し

⑪ 「３．参加資格要件」の（９）を満たしていることを挙証する書類等 注３

「９．業務提案書等提出期日及び作成方法」の「営業経歴」「技術者の状況」を参考に

作成すること。また、請負実績については契約書の写し（共同企業体の構成員として

の実績である場合には、協定書の写し）など業務内容のわかるものを添付すること。

注１：申請日前３ヶ月以内に発行されたもの。滞納がないことが確認できること。

注２：申請日前３ヶ月以内に発行されたもの。

注３：確認にあたり、説明や追加資料の提出等求める場合がある。

（２）提出期限 令和元年１０月１１日（金） 午後５時まで（必着）

（３）提出方法

持参又は郵送（書留又は簡易書留）の方法によること。なお、期限を過ぎて到着、持参した

ものについては受付しない。

（４）提 出 先 津山市水道局経営企画室

（５）結果通知 令和元年１０月１８日（金）予定

提出された（１）の書類により参加資格の有無を確認の上、その結果を通知する。

９．業務提案書等の提出期限及び作成方法等

（１）提出期限 令和元年１０月３１日（木） 午後５時まで（必着）

（２）提出方法

持参又は郵送（書留又は簡易書留）の方法によること。なお、期限を過ぎて到着、持参した

ものについては受付しない。

（３）提出部数

① 業務提案書 ９部（正本１部・副本８部）

② 提案見積書及び内訳書 正本１部（厳重に封かんすること）

（４）提 出 先 津山市水道局経営企画室

（５）提出書類

① 業務提案書

業務提案書については、次のように作成すること。

※ 浄水場運転管理に関する業務を分担する構成員

・ 会社概要

資本金、所在地、業務内容、社歴等が確認できるもの。

・ 職員の状況

水道関係従業員数の総数が記載されていること。

・ 水道施設の運転管理等業務に関する貴社の技術的優位性、意欲び積極性について

・ 地域貢献（地元雇用等）に対する提案

・ 営業経歴
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「３．参加資格要件」の（９）Ⅰのうち請負実績について、要件を満たす請負実績

をすべて記載すること。

なお、委託元の水道事業者名、浄水場名、浄水場の日量浄水処理能力、受託業務内

容及び請負期間を記載すること。

・ 技術者の状況

「３．参加資格要件」の（９）Ⅰのうち有資格者の要件について、各資格ごとの資

格保有者名と実務経験年数が記載されていること。

・ 水道施設管理の基本方針

・ 運転管理計画

・ 運転管理等業務に関する実施体制

業務従事予定者の保有するすべての資格及び浄水場の運転管理業務の実務経験年数

を記載した配置表等を添付すること。

また、運転管理等業務における総括責任者として配置予定の者の保有するすべての

資格及び浄水場の運転管理業務の実務経験年数が記載されていること。

・ 施設整備対応に関する実施体制

・ 浄水処理における水質管理計画及び実施体制

・ 水質検査における水質管理計画及び実施体制

・ 異常時、緊急時の体制及び対応

・ 保守点検計画

・ その他水道施設の管理に関する企画、技術提案

※ 収納に関する業務を分担する構成員

・ 会社概要

資本金、所在地、業務内容、社歴等が確認できるもの。

・ 職員の状況

水道関係従業員数の総数が記載されていること。

・ 収納業務に関する貴社の技術的優位性、意欲び積極性について

・ 地域貢献（地元雇用等）に対する提案

・ 営業経歴

「３．参加資格要件」の（９）Ⅱ又はⅢを満たす請負実績をすべて記載すること。

なお、委託元の水道事業者名、給水人口、受託業務内容及び請負期間を記載するこ

と。また、（９）Ⅱ、Ⅲ両方満たす場合は、それぞれ記載すること。

・ 技術者の状況

「３．参加資格要件」の（９）Ⅲの資格保有者名と実務経験年数及び資格保有者数

の延べ人数が記載されていること。※該当する場合

・ 収納等業務に関する業務体制及び業務執行計画

業務従事者の配置表等を添付すること。

・ 検針業務に関する企画・技術提案

・ 開閉栓業務に関する企画・技術提案
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・ メーター交換業務に関する企画・技術提案

・ メーター出庫管理業務に関する企画・技術提案

・ 受付業務に関する企画・技術提案

・ 滞納整理業務（停水処分を含む）に関する企画･技術提案

・ 開閉栓等入力業務に関する企画・技術提案

・ 個人情報保護に関する企画・技術提案

個人情報の漏洩，減失，棄損又は改ざんの防止その他個人情報の適正な保護及び管

理のために必要な措置を講ずることができることを証明する書類を含む。

※ その他に関する業務を分担する構成員

・ 場外施設関連に関する企画・技術提案

・ 工業用水道施設の管理等に関する企画、技術提案

・ 水質検査における水質管理計画及び実施体制

・ 宿日直業務に関する企画・技術提案

・ 断水事故等における応急給水活動に対する協力体制

② 提案見積書及び内訳書

提案見積書及び内訳書に記載する提案見積金額は、本件業務全体に要する３年間の総額

（消費税及び地方消費税を含まない。）を積算して提出すること。

また、提案見積金額は、次に掲げる提案見積限度額を超えてはならない。

※ 提案見積限度額

9 6 2 , 4 0 0 , 0 0 0 円（消費税及び地方消費税を含まない。）

（６）業務提案書の作成形態

① 原則としてＡ４版サイズの書類に日本語で作成すること。

② 業務提案書の表紙には業務提案書表紙（様式３）を使用すること。

③ 表紙に提出年月日、業務提案書ごとの通し番号を記入のうえ、最初のページに目次をつ

け、ページ番号を記入し、提出部数ごとに綴り、提出すること。

（７）提出書類の取扱い

① 提出書類は返却しない。

② 提出後の書類の差し替え及び追加・削除は認めない。

③ 市が審査等にあたり必要と認める場合は、追加資料を求める場合がある。

④ 業務提案書、提案見積書及び内訳書の提出は１者につき１案とする。

１０．参加の辞退

参加申込者は、参加申込後又は業務提案書等の提出後、参加を辞退する場合は、速やかに書面

（任意様式）により、辞退の旨を津山市水道局経営企画室に提出すること。
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１１．プロポーザルの審査及び評価方法

（１）審査委員会の設置

プロポーザルにおける審査（以下「審査」という。）及び受託候補者を選定するため、津山

市水道局浄水場運転管理・収納等業務委託事業者審査委員会（以下「審査委員会」という。）

を設置し、審査を行う。

（２）審査の評価方法

審査の評価方法は，別に定める津山市水道局浄水場運転管理・収納等業務委託プロポーザル

評価基準（以下「評価基準」という。）に基づき、参加申込者の業務提案書の内容と提案見積

金額の各項目について、審査委員会の各委員の評価点数を合計し、その平均点（以下「評価基

準総合点」という。）によって行うものとする。評価基準総合点に小数点以下の端数があると

きは，小数点以下第3位で四捨五入する。
（３）審査（受託候補者の決定）

業務提案書、提案見積書及び内訳書についてのプレゼンテーション及びヒアリングを実施し、

評価基準総合点が２９９点以上で最も高い参加申込者を受託候補者として選定する。参加申込

者が１者のみの場合も同様とする。

なお、評価基準総合点が最も高い参加申込者が複数ある場合は、提案見積金額が低い参加申

込者を受託候補者として選定する。

① プレゼンテーション及びヒアリング日時及び場所

別途、津山市水道局が決定し通知する。

② プレゼンテーション及びヒアリング実施時間

プレゼンテーションは、各参加申込者30分以内とし、プレゼンテーション終了後、ヒ
アリングを20分程度で行う。
③ プレゼンテーション及びヒアリング実施方法等

・ 電子機器を用いてプレゼンテーションを行うことも可能とする。

※スクリーン、プロジェクターは津山市水道局で用意する。

・ 各参加申込者の出席者は、業務提案書及び提案見積金額書の内容を熟知している３名

程度とし、プレゼンテーション出席者届（様式５）にて、出席者の所属及び役職、氏名

を電子メールで、津山市水道局経営企画室まで報告すること。

メールアドレス（ｓｕｉｄｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｔｓｕｙａｍａ．ｌｇ．ｊｐ）

（４）受託候補者の決定通知

受託候補者の決定結果については、受託候補者選定結果通知書にて通知する。

なお、候補者として決定されなかった者が、その理由の説明を求めることのできる期間は、

通知を受けてから７日以内とする。

（５）審査結果の公表

審査結果については、津山市ホームページ上で公表するものとし、公表する内容は以下の

とおりとする。なお、提案者から提出された業務提案書等の書類については、津山市情報公

開条例（平成１１年津山市条例第２号）第７条第３号の規定（開示することにより当該法人

等又は当該個人の競争上の地位、財産権その他正当な利益を害する恐れがあるもの）に基づ

き開示しないものとする。
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① 応募事業者数

② 受託候補者名

③ 受託候補者の点数

④ 見積金額

１２．評価基準

（１）評価基準及び配点は次のとおりとする。

（２）評価の着眼点

評価は、主に業務に対する理解度、説明能力、意欲、的確性、独創性、表現力、実施手順

の妥当性、社員配置の妥当性、提案内容の根拠、解析力等を基準に評価する。

また、提案全体として津山市水道事業のサービス向上のための提案がなされているか等の

点も考慮する。各項目の審査のポイントとなる点を以下に列記するので、ポイントを理解の

区 分 項 目 配 点

総

括

参加申込者の技術的優位性、意欲及び積極性について ２０点

地域貢献（地元雇用等）に対する提案 ８点

営業経歴 ２０点

営業統括管理 ８点

技術者の状況 １２点

浄
水
場
運
転
管
理
に

関
す
る
業
務

運転管理計画の提案 １０点

運転管理等業務に関する実施体制の提案 ３８点

施設整備に対する連携の提案 ８点

水質管理計画及び実施体制の提案 １０点

異常時、緊急時の体制及び対応 ２０点

保守点検計画の提案 ４点

その他水道施設の管理に関する企画、技術提案 １６点

収
納
に
関
す
る
業
務

収納等業務に関する業務体制及び業務執行計画の提案 ８点

検針業務に関する企画、技術提案 １８点

メータ交換業務に関する企画、技術提案 ４点

滞納整理業務（停水処分を含む）に関する企画、技術提案 １８点

受付業務に関する企画、技術提案 ４点

メータ管理業務に関する提案 ４点

個人情報保護に関する企画、技術提案 １８点

そ
の
他

宿日直業務に関する企画・技術提案 １４点

場外施設に関する企画・技術提案 １８点

省エネルギー対策提案 ４点

断水事故等における応急給水活動に対し水道局との協力体制 １４点

見積金額 提案見積書金額 ２００点
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上、業務提案書及び提案見積書の作成を行うこと。

※ 総括項目

① 参加申込者の技術的優位性、意欲及び積極性について

・ 浄水場運転管理に関する業務参加申込者の独自性や技術的優位性について、具体的

に記載されているか。また機能改善、新技術の導入等、積極的提案があるか。

・ 収納に関するに関する業務参加申込者の独自性や技術的優位性について、具体的に

記載されているか。また機能改善、新技術の導入等、積極的提案があるか。

② 地域貢献（地元雇用等）に対する提案

・ 津山市在住の配置予定従事者数

・ 女性職員の配置予定従事者数

③ 営業経歴

参加資格要件に定める業務実績を充分に満足する営業経歴を有しているか。

④ 業務統括管理

・ 共同企業体を統括し管理する体制が具体的に示され且つ、責任範囲を理解し、適切

な業務管理をおこなえる提案となっているか。

・ 浄水場運転管理に関する業務と収納に関する業務とその他業務との連携が図られ共

同企業体としての機能を十分発揮させる提案となっているか。

※ 浄水場運転管理に関する項目

① 技術者の状況

・ 参加資格要件に定める資格等を有する従事者の配置人数※水道技術管理者又は水道

浄水施設管理技士２級以上の資格

・ 参加資格要件に定める資格等を有する従事者の配置人数及び配置形態※電気主任技

術者の資格

・ 参加資格要件に定める資格等を有する従事者の配置人数※給水装置工事主任技術者

の資格

② 運転管理計画

・ 対象施設の特徴を理解したうえで、要求水準を充分に達成できる運転管理計画が、

具体的に提案されているか。

③ 運転管理等業務に関する実施体制の提案

・ ２４時間通年の運転管理について、安全、確実な、実施体制、人員配置等が具体的

に提案されているか

・ 配置される業務主任者の浄水場における運転管理の責任者としての実務経験年数

・ 浄水場に配置される従事者のうちで水道浄水施設管理技士３級以上の資格を有する

人員数

・ 業務主任者として配置される従事者の保有する資格が明記されているか。また、そ

の資格が充分なものかどうか

・ 浄水場の運転監視業務を３年以上の経験を有する従事者の配置人員数
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④ 施設整備に対した連携の提案

・ 浄水場の施設更新工事や設備改修工事に対する運転管理において、関係者との協力

連携体制の構築について具体的に提案されているか

・ 維持修繕における提案及び実施ができる提案となっているか。

⑤ 水質管理計画及び実施体制

・ 取水・浄水処理・配水工程のすべてにおける水質管理水質分析の方法、水質悪化時

の対応を想定し、津山市水安全計画を十分に理解し運用する提案を示しているのか

⑥ 異常時、緊急時の体制及び対応

・ 水質事故、機械設備故障、電気設備故障、計装設備故障等が発生した場合の体制に

ついて、夜間、祝祭日、緊急、災害時を含めて、具体的かつ充分な提案がなされて

いるか。

・ 水質変化、豪雨、停電、落雷、地震等の緊急時の異常時を想定した研修及び訓練計

画が明確に示されているか。

⑦ 保守点検計画

・ 保守点検のその他業務範囲も含め、統一されたものとして、十分かつ実施体制が、

具体的に提案されているか。

⑧ その他水道施設の管理に関する企画・技術提案

・ 地震等の災害及び業務中の事故等における緊急事態に対する考え方及び、その対応

のための研修及び訓練の回数

・ 業務従事者に対する安全衛生管理の研修の回数

・ 運転管理、保守管理等の技術力の向上のための教育、研修等回数

・ 水処理プラントメーカー、水質検査機関、薬品メーカー等からの浄水場運転保守管

理に必要な技術的支援体制があるか

※ 収納に関する項目

① 収納等業務に関する業務体制及び業務執行計画の提案

・ 業務遂行能力と責任能力のある人員を複数配置して、指揮命令系統と責任体制が確

立した提案となっているか。

・ 業務従事者に対する教育・研修体制が確立され、ＯＡ機器等の取扱いに１年以上の

経験を有した者の配置人数

② 検針業務に関する提案

・ 検針誤りを防ぐ対策案を提案されているか。

・ 当該業務に対する知識及び経験を持つ人員の配置人数

・ 検針員の業務管理としての指導・研修等の実施回数

③ メータ交換業務に関する提案

・ 当該業務の経験を３年以上有した人員の配置人員数

④ 滞納整理業務（停水処分を含む）に関する企画、技術提案

・ 収納率の向上に向けた提案となっているか。

・ 当該業務に対する資質（知識及び経験等）を持つ人員の配置が適切に行なわれてい
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るか。

・ 長期滞納者及び市外転居滞納者等、徴収困難案件に対して、どのような提案となっ

ているか。

⑤ 受付業務に関する企画・技術提案

・ 当該業務に対する資質（知識及び経験等）を持つ人員の配置人数について。

⑥ メータ管理業務に関する提案

・ 当該業務に対する資質（知識及び経験等）を持つ人員の配置人数について。

⑦ 個人情報保護に関する提案

・ 個人情報保護に関する資格者の配置人数 ※個人情報保護士

・ 個人情報についての研修計画をなされているか

・ 個人情報流出事故における危機管理体制のとれた提案となっているか

※ その他に関する項目

① 宿日直業務に関する企画・技術提案

・ お客様対応に支障をきたさないレベルの水道知識を有した人員を配置できる計画と

なっているか。

・ 宿日直業務内における非常事態を想定した緊急体制の人員案が提案がされているか

② 場外施設に関する企画・技術提案

・ 対象施設の特徴を理解したうえで、施設の健全な状態を維持することができる計画

が、具体的に提案されているか。

・ 夜間及び休日の場外施設の異常時の対応が提案されているか。

・ 維持修繕における提案及び実施ができる提案となっているか。

③ 省エネルギー対策提案

・ 省エネルギーとして有効な対策を具体的な提案となっているか。

④ 断水事故等における応急給水活動に対し水道局との協力体制

・ 断水事故等において、水道局が実施する応急給水等に対する協力人員の提案がなさ

れているか。

・ 断水事故等において、水道局が実施する応急給水を想定した連携の研修及び訓練計

画の提案がなされているか。

※ 見積金額に関する項目

① 提案見積限度額以内であること。提案見積限度額を超えた場合は失格とする。

② 見積限度額に対する提案見積額の割合

１３．契約等

（１）津山市水道局は、受託候補者と委託交渉を行い、合意に至った場合は、本件業務の委託契

約を締結する。

（２）契約金額の年度割額は、契約金額（消費税及び地方消費税を除く。）を３で除した額に消費

税及び地方消費税額を加えた額とする。３で除した額に１円未満の端数が生じる場合は切り
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捨てとし、その端数は最終年次で調整するものとする。

（３）その他の委託契約条件は、受託候補者と協議の上、別に定めるものとする。

（４）受託候補者は、円滑に本件業務を行うことができるよう自らの責任において準備を行い、

準備に必要な経費を負担するものとする。

（５）本件業務の開始までの準備期間における受託候補者の責任と本件業務の委託契約締結に関

する保証等については、受託候補者との間で協議を行うこととする。

１４．失格条件

参加申込者及び受託候補者が、次に掲げる事由に該当した場合は、プロポーザルの参加資格、

受託候補者の決定を取り消す。

（１）参加資格に瑕疵が認められた場合、又は提出書類作成に係る不正行為が認められた場合

（２）委託契約締結前に、津山市建設工事等請負契約に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停

止となった場合

（３）その他、管理者が参加申込者及び受託候補者として不適当と認めた場合

１５．次順位者の繰上げ

受託候補者に委託契約を履行することができない事由が生じた場合は、審査において次順位以

下となった参加申込者のうち評価基準総合点が上位であった者から順に、本件業務についての交

渉を行い、新たな受託候補者を決定するものとする。

１６．問合せ先及び担当等

プロポーザルの手続き等に係る事務局及び各書類提出先

〒７０８－８５０１

岡山県津山市山北５２０番地

津山市水道局経営企画室（担当：小林・甲本）

電 話 ０８６８－３２－２１１０

ファックス ０８６８－２２－９２９４

メールアドレス ｓｕｉｄｏｕ＠ｃｉｔｙ．ｔｓｕｙａｍａ．ｌｇ．ｊｐ

※各種様式は、津山市ホームページからダウンロード

http://www.city.tsuyama.lg.jp/index2.php?id=7305

http://www.city.tsuyama.lg.jp/sections/index.cfm?footer=

